
 
 
  

工場・事業場などから発生する悪臭について、悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号）

により、地域区分に応じて一定の規制基準が定められています。 

所沢市では、平成１８年１０月１日からは、これまでの特定悪臭物質（アンモニアや    

硫化水素など２２種類）の濃度による規制から臭気指数（人の嗅覚を用いた測定方法）

による規制へ改正し、多種多様な臭気問題の解決に努めています。  

 

 

 

◆ 規制地域 ： 所沢市内 全域 
 

◆ 規制対象 ： 全ての事業所（工場・事業場）から発生する悪臭が対象です。 

※ 一般家庭・自動車・建設工事等から発生する悪臭は、規制対象外です。 
 

◆ 規制基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪 臭 に 関 す る 規 制 

規 制 基 準 区  分 

第１号 規制基準 

【敷地境界 線】 

 臭気指数 １５ 

悪臭防止法施行規則第６条の２ 

に定める方法により、算出した 

臭気指数又は臭気排出強度 
 

※ 排出口から排出された臭気が地

表に着地した時に、敷地境界線の

規制基準に適合するように大気拡

散式等を用いて事業所ごとに算出 

Ａ 区 域 

［Ｂ、Ｃ区域を除く区域］ 

第２号 規制基準 

【気体 排出口】 

第３号 規制基準 

【排出水】 

１．規 制 の 体 系 
 

Ｂ 区 域 

［農業振興地域］ 

Ｃ 区 域

［工業専用地域］ 

Ａ 区 域 

［Ｂ、Ｃ区域を除く区域］ 

Ｂ 区 域 

［農業振興地域］ 

Ｃ 区 域 

［工業専用地域］ 

Ａ 区 域 

［Ｂ、Ｃ区域を除く区域］ 

Ｂ 区 域 

［農業振興地域］ 

Ｃ 区 域 

［工業専用地域］ 

 臭気指数 １８ 

 臭気指数 １８ 

 臭気指数 ３１ 

 臭気指数 ３４ 

 臭気指数 ３４ 



 

 

「臭気指数」とは、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。 

具体的には、人の嗅覚でその臭気を感じられなくなるまで無臭空気（無臭の水）で   

薄めたときの希釈倍数（臭気濃度）の対数値（log［ログ］）に１０を乗じた値となります。 
 

◆ 臭気指数の計算式 

  臭気指数 ＝ １０ × log１０ (臭気濃度）  

 

※「臭気濃度」と「臭気指数」の関係 
 

臭気濃度【倍】 １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００ 

臭 気 指 数 １０ １３ １５ １６ １７ １８ １８ １９ １９ ２０ 

 

 

 

 

● 様々な臭いが混ざり合った複合臭を評価しやすい。 

   ● 約４０万種あるといわれる  におい物質に対応できる。 

   ● 人の嗅覚を利用するため、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい。 
 

 

 

 

規制基準に適合せず、苦情が発生しても適切な対策をとらない場合、市長から          

「改善勧告」や「改善命令」が出される場合があります。  

また、「改善命令」に従わない場合の罰則規定もあります。 

 

 

 
 

 

■  融資制度 

悪臭防止対策のための施設の改善等については、各種の融資制度の活用がありますので、

埼玉県や商工会議所等の担当窓口へお問い合わせください。 

   ［例］ 

環境みらい資金（埼玉県 環境部 温暖化対策課 048-830-3021、 

又は、所沢商工会議所 04-2922-2196 ㈹ ） 

 

４．罰 則 に つ い て 
 

２．臭気指数について 
 

３．臭 気 指 数 規 制 の 長 所 に つ い て 
 

問い合わせ先 所沢市 環境クリーン部 環境対策課 
              所沢市並木一丁目１番地の１ TEL：04-2998-9230 FAX：04-2998-9195 

所沢市イメージマスコット 

トコろん 

平成２９年４月 

 

改善命令に従わなかった場合 １年以下の懲役 又は １００万円以下の罰金 


